
 

 
 
 
 
 
９、田伏 秀輔 助役の陳述書（抜粋） 

平成２６年１２月１６日、７００系新幹線電車の仕業検査を担当していた島津社員は、作業実績

書の「前頭部外板点検」項目に作業時間を記入すべきところ、これを行わなかったため、同日１９

時３０分頃、仕業申告詰所において、私は島津社員に対して注意指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０、坊農 勝彦 助役の陳述書（抜粋） 

平成２６年１２月２２日２１時５分頃、７００系新幹線電車の仕業検査を担当していた島津

社員は、１６号車運転台にて、運転台機能検査終了時、ブレーキ設定器を抜き取る際、「ブレ

ーキ設定器『抜取』」と指差確認喚呼すべきところ、これを行わなかったため、私は島津社員

に対して注意指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

島津さん裁判の会社管理者への証人尋問が 

１０月３０日に決定！！次回も続きます！！ 

さいばん通信 
ＪＲ東海労大阪仕業検査車両所分会 
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島津さん裁判・本人訴訟Ⅱ 
こんなウソを非違行為として報告していた！ 

［仕業申告詰所にて］ 

田 伏：島津さん。この作業実績書ですけど外板点検の作業時間が抜けていますよ。 

島 津：あっ。ほんまや。 

田 伏:Ｃ５５は１本目ですね。 

島 津：（作業時間を記入する） 

田 伏：注意してください。 

 

［１６号車運転台にて］ 

坊 農：最後の最後、無言やないですか。 

島 津：あっ…、ブレーキ設定器抜き取り。 

坊 農：そうですね、しっかり喚呼も忘れずに。 

島 津：はい。 

 


